
【監理技術者講習修了者情報の有効期間について】 

令和 2 年 8 ⽉ 28 ⽇に公布された「建設業法施⾏規則及び施⼯技術検定規則の⼀部を改

正する省令について」の施⾏（令和 2 年 10 ⽉ 1 ⽇）に伴い、修了年⽉⽇から 5 年後

の 12 ⽉ 31 ⽇までが有効となります。 

2016（平成 28）年 1 ⽉ 2 ⽇〜2020（令和 2）年 12 ⽉ 31 ⽇までの受講データに

ついては、現在の旧表⽰（修了年⽉⽇から 5 年）のままとなっておりますが、シ

ステム対応は 1 ⽉末を予定しています。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願

いいたします。 

 

 

【改正内容】 
監理技術者講習の有効期間の起算点の⾒直し 

 

 


